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島 根 県 報

�
�

島
根
県
花
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例

(

平
成
十
五
年
島
根
県
条
例
第
七
十
四
号)

附
則
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
い
て
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
た
め
、
指
定
管
理
者
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
を
次
の
と
お
り
募

集
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

管
理
を
代
行
さ
せ
る
施
設

一�

施
設
名

島
根
県
花
振
興
セ
ン
タ
ー
花
ふ
れ
あ
い
公
園

二�

所
在
地

島
根
県
出
雲
市
西
新
町
二
丁
目
一
一
〇
一
番
地
一

三�

敷
地
面
積

四
〇
、
三
八
一
・
四
一
平
方
メ
ー
ト
ル

二

管
理
の
内
容

一�

年
間
事
業
計
画
の
策
定
及
び
実
施

二�

花
ふ
れ
あ
い
公
園
の
施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

三�

展
示
物
の
展
示
計
画
の
策
定
並
び
に
展
示
物
の
調
達
及
び
維
持
管
理

(

た
だ
し
、
平
成
十
六
年
度

に
つ
い
て
は
、
島
根
県
が
策
定
し
た
展
示
計
画
及
び
島
根
県
が
指
示
す
る
展
示
物
の
調
達
方
法
に
よ

り
行
う
こ
と
。)

四�

使
用
料
の
徴
収
事
務

三

管
理
の
条
件

一�

県
内
の
花
き
園
芸
の
生
産
振
興
推
進
の
目
的
に
沿
っ
た
管
理

土
地
、
建
物
等
を
一
括
し
て
管
理
し
、
県
内
の
花
き
園
芸
の
生
産
振
興
推
進
の
目
的
に
沿
っ
た
運

営
を
行
う
こ
と
。

二�

植
物
の
管
理
等
に
関
す
る
責
任
者
の
配
置

植
物
の
管
理
等
に
関
し
て
知
識
を
有
す
る
者
を
責
任
者
と
し
て
必
ず
配
置
す
る
こ
と
。

三�

管
理
期
間

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
三
年
間
。
た
だ
し
、
管
理
を
継
続
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め

る
と
き
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

四�

管
理
に
要
す
る
経
費

年
間
八
四
、
〇
〇
〇
千
円

(

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。)

以
内

五�

個
人
情
報
の
保
護

管
理
を
通
じ
て
取
得
し
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
外
部
に
漏
え
い
等
し
な
い
よ
う
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

六�

事
業
報
告
書
の
提
出

毎
年
度
、
事
業
終
了
後
三
十
日
以
内
に
事
業
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

七�

関
係
法
令
等
の
遵
守

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

、
島
根
県
花
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例

(

平
成
十

五
年
島
根
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

等
の
規
定
及
び
島
根
県
花
振
興
セ
ン

タ
ー
の
指
示
を
遵
守
す
る
こ
と
。

八�

管
理
実
施
の
承
認

二
に
掲
げ
る
指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
島
根
県
と
協
議
し

承
認
を
受
け
る
こ
と
。

四

指
定
管
理
者
の
応
募
資
格

指
定
管
理
者
に
応
募
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
の
一�
か
ら
七�
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

一�

島
根
県
内
に
主
た
る
事
務
所
を
置
く
又
は
置
こ
う
と
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体(

以
下｢

法
人
等｣

と
い
う
。)
で
あ
る
こ
と
。

二�

地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

該
当
し
な
い
法
人
等
で
あ
る
こ
と
。

平成��年��月��日 号外第���号(�)
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号
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島 根 県 報

三�

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る

事
実
が
な
い
法
人
等
で
あ
る
こ
と
。

四�

会
社
更
生
法

(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号)

、
民
事
再
生
法

(

平
成
十
一
年
法
律
第
二
百

二
十
五
号)

等
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
又
は
再
生
手
続
を
し
て
い
な
い
法
人
等
で
あ
る
こ
と
。

五�

島
根
県
が
行
う
建
設
工
事
等
の
請
負
又
は
物
品
の
購
入
若
し
く
は
製
造
の
請
負
の
指
名
競
争
入
札

に
つ
い
て
指
名
留
保
又
は
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
な
い
法
人
等
で
あ
る
こ
と
。

六�

法
人
税
、
法
人
都
道
府
県
税
、
法
人
事
業
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
法

人
等
で
あ
る
こ
と
。

七�

暴
力
団

(

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号)

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。)

又
は
そ
の
構
成
員

(

暴
力
団
の
構
成
団
体
の

構
成
員
を
含
む
。)

若
し
く
は
暴
力
団
の
構
成
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
の

統
制
の
下
に
な
い
法
人
等
で
あ
る
こ
と
。

五

指
定
管
理
者
選
定
説
明
書
の
配
付
期
間
及
び
配
付
場
所

一�

配
付
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

(

金)

か
ら
平
成
十
六
年
一
月
五
日

(

月)

ま
で
の
毎
日
、
午
前
九

時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝

日
及
び
年
末
年
始

(

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
九
日

(

月)

か
ら
平
成
十
六
年
一
月
二
日

(

金)

ま

で)

を
除
く
。

二�

配
付
場
所

十
三
に
記
載
す
る
場
所

六

現
地
見
学
会

現
地
見
学
会
は
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

一�

開
催
日
時

平
成
十
六
年
一
月
六
日

(

火)

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二�

集
合
場
所
及
び
集
合
時
間

島
根
県
花
振
興
セ
ン
タ
ー
花
ふ
れ
あ
い
公
園
本
館
棟
前
に
午
前
九
時

五
十
分
に
集
合
の
こ
と
。

三�

そ
の
他

現
地
見
学
会
に
出
席
を
希
望
す
る
応
募
者
は
、
平
成
十
六
年
一
月
五
日

(

月)

ま
で
に

十
三
に
記
載
す
る
場
所
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

七

提
出
書
類
の
提
出
方
法
、
提
出
期
限
、
提
出
先
等

一�

提
出
方
法

郵
送
又
は
持
参

二�

申
請
書
類
の
種
類

ア

申
請
書

(

島
根
県
花
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
五
年
島
根
県
規
則
第
百
七
号
。

以
下

｢

規
則｣

と
い
う
。)

に
定
め
る
様
式
第
三
号)

イ

事
業
計
画
書

事
業
計
画
書
の
大
き
さ
は
Ａ�

版
と
し
、
次
の
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
。

ア�

事
業
の
コ
ン
セ
プ
ト

イ�

花
ふ
れ
い
あ
公
園
の
管
理
運
営
の
方
針

ウ�

管
理
運
営
の
体
制

(

組
織
の
体
制
、
責
任
者
の
略
歴
、
雇
用
計
画
等)

エ�

事
業
の
概
要
及
び
そ
れ
を
実
施
す
る
時
期

オ�

展
示
物
の
展
示
計
画
及
び
展
示
物
を
調
達
す
る
方
法

カ�

管
理
運
営
に
要
す
る
経
費
の
総
額
及
び
内
訳

キ�

集
客
に
関
す
る
対
策

ウ

法
人
等
の
活
動
実
績
書

(

規
則
に
定
め
る
様
式
第
四
号)

エ

法
人
等
の
過
去
三
年
間
の
決
算
書

オ

法
人
等
の
定
款
等
、
印
鑑
証
明
書
、
法
人
登
記
簿
謄
本
及
び
納
税
証
明
書

三�

提
出
部
数

正
本
一
部
及
び
副
本
九
部
。
た
だ
し
、
七
二�
オ
に
つ
い
て
は
正
本
一
部

四�

提
出
期
限

平
成
十
六
年
一
月
十
九
日

(

月)

午
後
五
時
ま
で
。
郵
送
の
場
合
は
、
書
留
と
し
、
平
成
十
六
年

一
月
十
九
日

(

月)

午
後
五
時
必
着
と
す
る
。

五�

提
出
先

十
三
に
記
載
す
る
場
所

八

指
定
管
理
者
の
審
査
の
基
準
及
び
選
定

一�

審
査
基
準

ア

事
業
計
画
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

事
業
計
画
が
県
内
の
花
き
生
産
振
興
を
推
進
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ウ

事
業
計
画
を
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
人
的
能
力
及
び
物
的
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

エ

最
も
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
管
理
を
実
施
で
き
る
法
人
等
で
あ
る
こ
と
。

平成��年��月��日 号外第���号 (�)



島 根 県 報

二�

選
定
方
法

ア

指
定
管
理
者
の
選
定
は
、
花
ふ
れ
あ
い
公
園
指
定
管
理
者
候
補
選
定
委
員
会(

以
下｢

委
員
会｣

と
い
う
。)

に
お
い
て
、
審
査
基
準
に
基
づ
き
行
う
。

イ

指
定
管
理
者
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
提
出
書
類
に
よ
り
応
募
資
格
及
び
提
案
内
容
等
を
書
類

審
査
の
後
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
。
書
類
審
査
の
結
果
は
、
平
成
十
六
年
一
月
二
十
一

日

(

水)

ま
で
に
連
絡
す
る
。

ウ

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日

(

水)

に
実
施
の
予
定
で
あ
る
。

エ

委
員
会
は
非
公
開
と
す
る
。

オ

審
査
結
果
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
後
ま
で
開
示
し
な
い
。

九

指
定
管
理
者
の
指
定
及
び
協
定
等

一�

指
定
管
理
者
の
指
定

指
定
管
理
者
の
指
定
に
は
、
島
根
県
議
会
の
議
決
が
必
要
と
な
る
。
八
二�
で
選
定
し
た
法
人
等

(

以
下

｢

選
定
事
業
者｣

と
い
う
。)

を
指
定
管
理
者
の
候
補
者
と
し
て
、
平
成
十
六
年
二
月
定
例

島
根
県
議
会
へ
上
程
し
議
決
さ
れ
れ
ば
、
指
定
管
理
者
の
指
定
と
な
る
。

二�

協
定
の
締
結

島
根
県
と
指
定
管
理
者
は
、
花
ふ
れ
あ
い
公
園
の
管
理
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
。
協
定
を
締

結
す
る
指
定
管
理
者
は
、
応
募
申
請
者
と
同
一
の
法
人
等
に
限
る
。

十

指
定
管
理
者
の
履
行
責
任
に
関
す
る
事
項

一�

指
定
管
理
者
は
、
施
設
使
用
者
の
被
災
に
対
す
る
第
一
次
責
任
を
有
し
、
施
設
又
は
施
設
使
用
者

に
災
害
が
あ
っ
た
場
合
は
、
迅
速
か
つ
適
切
な
対
応
を
行
い
、
速
や
か
に
島
根
県
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

二�

指
定
管
理
者
は
、
実
態
と
し
て
事
業
継
続
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場

合
は
、
速
や
か
に
島
根
県
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三�

前
記
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
管
理
者
の
責
任
履
行
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
協
定

で
定
め
る
。

十
一

事
業
の
継
続
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

一�

指
定
管
理
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
管
理
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
又
は
そ
の
お
そ
れ
が

生
じ
た
場
合
に
は
、
島
根
県
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
て
改
善
勧
告
を
行
い
、
期
間
を
定
め
て
、
改

善
策
の
提
出
及
び
実
施
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
が
当
該
期

間
内
に
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
島
根
県
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

二�

指
定
管
理
者
が
倒
産
し
、
又
は
指
定
管
理
者
の
財
務
状
況
が
著
し
く
悪
化
し
、
指
定
に
基
づ
く
管

理
の
継
続
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
島
根
県
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。

三�

一�
又
は
二�
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
指
定
管
理
者
は
、
島
根
県

に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四�

不
可
抗
力
そ
の
他
島
根
県
又
は
指
定
管
理
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
事

業
の
継
続
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
島
根
県
と
指
定
管
理
者
は
、
事
業
継
続
の
可
否
に
つ
い
て

協
議
す
る
。

五�

前
記
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
の
継
続
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
協

定
で
定
め
る
。

十
二

そ
の
他
留
意
事
項

一�

申
請
に
係
る
経
費
は
、
す
べ
て
申
請
者
の
負
担
と
す
る
。

二�

申
請
書
類
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
っ
た
場
合
は
、
失
格
と
す
る
。

三�

花
ふ
れ
あ
い
公
園
の
管
理
の
た
め
、
新
た
に
法
人
等
を
設
立
す
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
等
を
申
請

者
と
す
る
こ
と
。

四�

新
た
に
法
人
等
を
設
立
す
る
場
合
は
、
島
根
県
議
会
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
議
決

(

平

成
十
六
年
三
月
上
旬
予
定)

ま
で
に
、
法
人
登
記
簿
謄
本
又
は
法
務
局
登
記
官
の
受
領
証
を
提
出
す

る
こ
と
。

五�

選
定
事
業
者
以
外
の
申
請
書
類
は
、
島
根
県
議
会
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
議
決
後
に
返
却
す
る
。

六�

選
定
事
業
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
し
て
協
定
の
締
結
に
応
じ
な
い
場
合
は
、
指
定
管
理
者
の
指

定
の
議
決
後
に
お
い
て
も
、
指
定
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

七�

指
定
管
理
者
が
、
協
定
の
締
結
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取

り
消
し
、
協
定
を
締
結
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

ア

資
金
事
情
の
悪
化
等
に
よ
り
、
事
業
の
履
行
が
確
実
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

イ

著
し
く
社
会
的
信
用
を
損
な
う
等
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
。

八�

島
根
県
花
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
、
島
根
県
花
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
そ
の
他
関
係
法
令
を

平成��年��月��日 号外第���号(�)



平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
殿
町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報

承
知
の
上
で
申
請
す
る
こ
と
。

十
三

問
い
合
わ
せ
先

(

書
類
の
配
付
場
所
及
び
提
出
先)

一�

郵
便
番
号

六
九
〇
―
八
五
〇
一

二�

住
所

島
根
県
松
江
市
殿
町
一
番
地

三�

担
当
部
局

島
根
県
農
林
水
産
部
生
産
振
興
課
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
整
備
担
当

四�

電
話

〇
八
五
二
―
二
二
―
六
〇
一
一

五�

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

〇
八
五
二
―
二
二
―
六
〇
三
六
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